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第一節 歴史問題



一
九
七
五
年
以
来
、
天
皇
家
は
靖
国
神

社
を
親
拝
し
て
い
な
い
。

な
ぜ
な
の
か
？



首
相
の
靖
国
参
拝

〔
解
説
〕

戦
後
、
吉
田
茂
を
は
じ
め
と
す
る
歴
代

の
首
相
は
、
靖
国
神
社
の
例
大
祭
へ
の
参

拝
を
行
っ
て
き
た
。
一
九
七
五
年
に
は
三

木
武
夫
が
首
相
と
し
て
初
め
て
終
戦
記
念

日
に
参
拝
を
行
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
五
年
に
中
曽
根
首

相
が
参
拝
す
る
と
、
中
国
は
こ
れ
を
強
く

非
難
し
た
。



「日中は歴史にどう向き合えばいいのか」(ＮＨＫ 2006年)より



首
相
の
靖
国
参
拝

〔
解
説
〕

一
九
七
二
年
に
は
日
中
国
交
正
常
化
が

実
現
し
、
七
八
年
に
は
日
中
平
和
友
好
条

約
も
締
結
さ
れ
た
。

日
中
関
係
が
改
善
さ
れ
た
こ
の
時
期
に

は
、
中
国
は
な
ぜ
中
曽
根
首
相
の
参
拝
を

非
難
し
た
の
か
？



「日中は歴史にどう向き合えばいいのか」(ＮＨＫ 2006年)より



靖
国
問
題
を
予
測
し
て
い
た
昭
和
天
皇

〔
解
説
〕

政
府
が
中
国
側
の
意
図
を
測
り
か
ね
て

い
る
中
、
こ
の
問
題
を
い
ち
早
く
予
測
し
、

靖
国
神
社
へ
の
親
拝
を
取
り
や
め
て
い
た

人
物
が
い
た
。
昭
和
天
皇
で
あ
る
。



元
宮
内
庁
長
官
が
記
し
た
昭
和
天
皇
の
心

〔
解
説
〕

天
皇
は
、
戦
後
八
回
に
わ
た
り
靖
国
神

社
へ
の
親
拝
を
続
け
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
七
五
年
以
降
、
こ
れ
を
と
り
や
め
た
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
憶

測
が
流
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
六
年
、
元

宮
内
庁
長
官
・
富
田
朝
彦(
と
も
ひ
こ)

の
手

帳
か
ら
、
昭
和
天
皇
自
身
が
そ
の
理
由
を

語
っ
た
メ
モ(

一
九
八
八
年
四
月
二
八
日
付)

が

発
見
さ
れ
た
＊

。

＊
日
本
経
済
新
聞
二
〇
〇
六
年
七
月
二
十
日
朝
刊



「
富
田
朝
彦
メ
モ
」

「
私
は
或
る
時
に
、
Ａ
級
が
合
祀
さ
れ

そ
の
上 
松
岡
＊

、
白
取
＊

ま
で
も
が
」

「
富
田
朝
彦
メ
モ
」
一
九
八
八
年
四
月
二
八
日
よ
り

＊
松
岡
洋
右(

一
八
八
〇
～
一
九
四
六
）
外
務
大
臣
。
日
本

の
国
際
連
盟
脱
退
、
日
独
伊
三
国
同
盟
の
締
結
に
関
与

し
、
戦
後
、
Ａ
級
戦
犯
と
し
て
訴
追
さ
れ
、
公
判
中
に

病
死
。

＊
白
鳥
敏
夫(

一
八
八
七
～
一
九
四
九)
外
交
官
。
駐
イ
タ
リ

ア
大
使
時
代
に
、
駐
ド
イ
ツ
大
使
で
あ
っ
た
大
島
浩
と

と
も
に
日
独
伊
三
国
同
盟
を
推
進
。
戦
後
、
Ａ
級
戦
犯

と
し
て
終
身
禁
固
刑
の
判
決
を
受
け
た
。



「
富
田
朝
彦
メ
モ
」

「
筑
波
＊

は
慎
重
に
対
処
し
て
く
れ
た
と

聞
い
た
が 

松
平
の
子
＊

の
今
の
宮
司
が
ど

う
考
え
た
の
か 

易
々
と 

松
平
は
平
和
に

強
い
考
え
が
あ
っ
た
と
思
う
の
に 

親
の

心
子
知
ら
ず
と
思
っ
て
い
る

だ
か
ら
私

あ
れ
以
来
参
拝
し
て
い
な
い 

そ
れ
が
私

の
心
だ
」

「
富
田
朝
彦
メ
モ
」
一
九
八
八
年
四
月
二
八
日
よ
り

＊
筑
波
藤
麿(

一
九
〇
五
～
七
八)‥

元
皇
族
。
一
九
四
六
年
、

靖
国
神
社
宮
司
と
な
っ
た
が
、
在
任
中
は
Ａ
級
戦
犯
の

合
祀
を
行
わ
な
か
っ
た
。

＊
松
平
永
芳(

一
九
一
五
～
二
〇
〇
五)‥

元
海
軍
軍
人
。
一
九

七
八
年
、
靖
国
神
社
宮
司
に
就
任
す
る
と
、
Ａ
級
戦
犯

十
四
名
を
合
祀
し
た
。



元
宮
内
庁
長
官
が
記
し
た
昭
和
天
皇
の
心

〔
解
説
〕

こ
の
メ
モ
が
発
見
さ
れ
た
当
時
、
そ
の

信
憑
性
を
疑
う
声
も
出
た
。

し
か
し
翌
二
〇
〇
七
年
、
侍
従
・
卜
部

亮
吾
の
日
記
が
公
刊
さ
れ
、
そ
の
中
に
こ

の
メ
モ
を
裏
付
け
る
記
述
が
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
＊

。

＊
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
七
年
四
月
二
六
日
朝
刊



『
卜
部
亮
吾
侍
従
日
記
』

「
お
召
し
が
あ
っ
た
の
で
吹
上
へ
。
長
官

拝
謁
の
あ
と
出
た
ら
靖
国
の
戦
犯
合
祀
と

中
国
の
批
判
・
奥
野
発
言
＊

の
こ
と
」

卜
部
亮
吾
侍
従
日
記
一
九
八
八
年
四
月
二
八
日
よ
り

『
昭
和
天
皇
最
後
の
側
近 

卜
部
亮
吾
侍
従
日
記
』

（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）



奥
野
発
言

〔
解
説
〕

一
九
八
八
年
四
月
二
二
日
、
当
時
国
土

庁
長
官
で
あ
っ
た
奥
野
誠
亮(

お
く
の 

せ
い

す
け) 

は
、
閣
僚
の
靖
国
神
社
参
拝
に
つ

い
て
の
中
国
の
批
判
に
対
し
、
「
参
拝
が

公
人
か
私
人
か
で
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い

る
が
、
戦
後
四
十
三
年
た
っ
た
の
だ
か
ら
、

も
う
占
領
軍
の
亡
霊
に
振
り
回
さ
れ
る
こ

と
は
や
め
た
い
」
「
白
色
人
種
が
ア
ジ
ア

を
植
民
地
に
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
日
本

だ
け
が
悪
い
こ
と
に
さ
れ
た
」
な
ど
と
発

言
し
た
。

そ
の
後
、
奥
野
は
別
の
問
題
発
言
で
国

土
庁
長
官
を
辞
任
し
た
。

奥野誠亮(1913～2016) 



な
ぜ
昭
和
天
皇
は
合
祀
に
反
対
し
た
の
か

〔
解
説
〕

昭
和
天
皇
は
な
ぜ
Ａ
級
戦
犯
の
合
祀
に

反
対
し
た
の
か
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
昭
和
天
皇
の
和

歌
相
談
役
で
あ
っ
た
岡
野
弘
彦
は
、
二
〇

〇
六
年
に
出
版
し
た
『
昭
和
天
皇
御
製
・

四
季
の
歌
』
の
中
で
、
一
九
八
六
年
に
元

侍
従
長
の
徳
川
義
寛
か
ら
聞
い
た
と
い
う

次
の
よ
う
な
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

岡野弘彦(國學院大學名誉教授 1924～)



『
昭
和
天
皇
御
製
・
四
季
の
歌
』

「(
Ａ
級
戦
犯
を)

合
祀
せ
よ
と
い
う
意
見

が
お
こ
っ
て
き
た
と
き
、
お
上
は
反
対
の

考
え
を
持
っ
て
い
ら
れ
ま
し
た
。
理
由
は

二
つ
あ
っ
て
、
一
つ
は
国
の
た
め
に
戦
に

臨
ん
で
戦
死
し
た
人
々
の
み
魂
を
鎮
め
祭

る
社
で
あ
る
の
に
、
そ
の
性
格
が
変
わ
る

と
お
思
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。 

も
う

一
つ
は
、
あ
の
戦
争
に
関
連
し
た
国
と
の

間
に
将
来
、
深
い
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な

る
と
お
考
え
な
の
で
す
。
」

岡
野
弘
彦
『
昭
和
天
皇
御
製
・
四
季
の
歌
』

（
同
朋
舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン 

、
二
〇
〇
六
年
）



『
昭
和
天
皇
御
製
・
四
季
の
歌
』

「
そ
の
お
上
の
お
気
持
ち
は
、
旧
皇
族
の

ご
出
身
の
筑
波(

藤
麿)

宮
司
は
よ
く
ご
承

知
で
、 
ず
っ
と
合
祀
を
抑
え
て
こ
ら
れ

た
の
で
す
が
、
筑
波
宮
司
が
亡
く
な
ら
れ

て
、
新
し
く
松
平(
永
芳)

宮
司
に
な
る
と

す
ぐ
、
お
上
の
耳
に
入
れ
る
こ
と
な
く
、

合
祀
を
決
行
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
お
上
は
、
靖
国
神
社
に
参
拝
な
さ
る

こ
と
も
な
く
な
り
ま
し
た」

岡
野
弘
彦
『
昭
和
天
皇
御
製
・
四
季
の
歌
』

（
同
朋
舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン 

、
二
〇
〇
六
年
）



昭
和
天
皇
は
、
靖
国
神
社
へ
の
Ａ
級
戦

犯
の
合
祀
が
、
戦
争
の
被
害
国
と
の
間
に

禍
根
を
残
す
こ
と
を
予
測
し
て
親
拝
を
止

め
た
。

そ
れ
以
来
、
天
皇
家
は
靖
国
神
社
の
親

拝
を
行
っ
て
い
な
い
。



歴
史
問
題
に
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か

〔
解
説
〕

日
本
は
一
九
五
一
年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
条
約
で
「
極
東
国
際
軍
事
裁
判

所
並
び
に
日
本
国
内
及
び
国
外
の
他
の
連

合
国
戦
争
犯
罪
法
廷
の
裁
判
を
受
諾
」
し

た
。ま

た
七
二
年
の
日
中
共
同
声
明
で
は
、

「
過
去
に
お
い
て
日
本
国
が
戦
争
を
通
じ

て
中
国
国
民
に
重
大
な
損
害
を
与
え
た
こ

と
に
つ
い
て
の
責
任
を
痛
感
し
、
深
く
反

省
す
る
」
こ
と
を
約
束
し
た
。

天
皇
家
は
、
日
本
が
国
際
社
会
と
交
わ

し
た
約
束
を
忘
れ
ず
、
信
義
を
守
る
こ
と

を
示
す
た
め
に
靖
国
親
拝
を
止
め
た
の
で

あ
る
。



第二節 領土問題



日
本
の
領
土
問
題

〔
解
説
〕

日
本
は
周
辺
国
と
の
間
で
三
つ
の
領
土

問
題
を
抱
え
て
い
る
。

ロ
シ
ア
と
の
間
の
北
方
領
土
問
題
、
韓

国
と
の
間
の
竹
島
問
題
、
中
国
・
台
湾
と

の
間
の
尖
閣
諸
島
問
題
で
あ
る
。

北方領土

竹島
●

尖閣諸島

●



尖
閣
諸
島
は
古
来
、
日
本
固
有
の
領
土

だ
と
い
う
が
、
い
つ
か
ら
日
本
の
領
土
に

な
っ
た
の
か
？

Q



尖
閣
諸
島
は
琉
球
国
と
中
国
の
国
境
の
島

〔
解
説
〕

尖
閣
諸
島
は
、
一
八
七
二
年
に
琉
球
国

が
琉
球
藩
に
改
め
ら
れ
、
七
九
年
に
沖
縄

県
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
、
琉
球
国
と
中
国

と
の
国
境
の
島
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
林
子
平
が
編
纂
し
た
『
三

国
通
覧
図
説
』(

一
八
七
五
年
刊)

に
は
、
日

本
と
琉
球
と
中
国
と
の
関
係
が
、
左
図
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。







「
分
島
増
約
案
」

〔
解
説
〕

日
本
が
琉
球
を
廃
止
し
、
沖
縄
県
を
設

置
す
る
と 
、
宗
主
国
で
あ
る
清
は
国
際

法
に
違
反
す
る
と
し
て
強
く
抗
議
し
た
。

日
本
は
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、

元
米
大
統
領
グ
ラ
ン
ト
の
仲
介
に
よ
り
、

清
に
分
島
増
約
案
＊
を
提
示
し
た
。

＊
分
島
増
約
案‥

宮
古
・
八
重
山
を
割
譲
す
る

代
わ
り
に
、
一
八
七
一
年
に
結
ば
れ
た
日
清

修
好
条
規
に
「
一
体
均
霑
」(

最
恵
国
待
遇)

の

条
項
を
加
え
る
と
い
う
案



日
清
戦
争
と
琉
球
・
尖
閣
の
帰
属
問
題

〔
解
説
〕

「
分
島
増
約
案
」
は
、
琉
球
人
が
抗
議

の
自
殺
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
調
印
に
は

至
ら
ず
、
琉
球
の
帰
属
問
題
は
未
解
決
の

ま
ま
と
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
十
五
年
後
、
日
本
は
日
清
戦

争
に
勝
利
し
、
台
湾
を
領
有
し
た
。
日
本

の
領
土
が
台
湾
に
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
で
、

そ
の
東
に
あ
る
琉
球
や
尖
閣
諸
島
の
帰
属

問
題
は
曖
昧
な
ま
ま
解
決
と
な
っ
た
。



尖
閣
諸
島
問
題

〔
解
説
〕

一
九
四
五
年
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
は

日
本
の
敗
北
に
終
っ
た
。

日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
従
い
、
台
湾

を
中
国
に
返
還
し
た
が
、
尖
閣
諸
島
に
つ

い
て
は
、
ど
の
国
に
も
属
さ
な
い
無
人
島

で
あ
っ
た
と
し
て
実
効
支
配
を
続
け
た
。

こ
れ
に
対
し
、
中
国
と
台
湾
は
一
九
七

一
年
以
降
、
同
諸
島(

中
国
名
＝
釣
魚
島)

の
領
有
権
を
主
張
し
始
め
た
。



「中国船『海警』4隻が尖閣諸島沖の日本領海初侵入」（ANNニュース 2013年7月26日）



Q

2009     2010        2011        2012        2013       2014       2015       2016      2017      2018      2019        2020 2021      2022

二
〇
一
二
年
九
月
以
降
、
中
国
海
警
局

に
所
属
す
る
船
舶
の
尖
閣
周
辺
へ
の
侵
入

が
急
増
し
た
。
な
ぜ
急
増
し
た
の
か
？

Q



尖
閣
諸
島
問
題

〔
解
説
〕

二
〇
一
二
年
四
月
、
当
時
東
京
都
知
事

で
あ
っ
た
石
原
慎
太
郎
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン

の
ヘ
リ
テ
ー
ジ
財
団
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
、
東
京
都
が
尖
閣
諸
島
の
購
入
を
計

画
し
て
い
る
こ
と
を
発
表
し
た
。

石原慎太郎東京都知事(1932-2022)



「『尖閣諸島を買います』石原都知事が米での講演で」（ANNニュース 2012年4月17日）



尖
閣
諸
島
問
題

〔
解
説
〕

民
主
党
政
権
の
野
田
内
閣
は
、
東
京
都

に
よ
る
尖
閣
諸
島
購
入
が
中
国
と
の
外
交

問
題
に
発
展
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、

予
備
費
二
〇
億
五
〇
〇
〇
万
円
を
支
出
し
、

二
〇
一
二
年
九
月
、
尖
閣
諸
島
の
国
有
化

を
決
め
た
。

野田佳彦首相(1957-)



野田佳彦首相

尖
閣
諸
島
問
題

〔
解
説
〕

と
こ
ろ
が
日
本
政
府
の
予
想
に
反
し
て
、

中
国
で
は
尖
閣
諸
島
の
国
有
化
に
抗
議
す

る
デ
モ
が
全
土
に
拡
大
し
、
日
系
の
ス
ー

パ
ー
や
工
場
が
略
奪
や
放
火
に
遭
う
な
ど

日
中
関
係
は
「
国
交
正
常
化
以
来
、
最

悪
」
と
も
い
わ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。



尖
閣
諸
島
問
題

〔
解
説
〕

実
は
当
時
、
中
国
国
内
で
は
次
期
最
高

指
導
部
を
決
め
る
共
産
党
大
会
を
前
に
、

党
内
で
権
力
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

た
と
い
う
。

尖
閣
諸
島
の
国
有
化
に
抗
議
す
る
デ
モ

は
、
胡
錦
涛
指
導
部
に
大
き
な
痛
手
と
な

り
、
国
民
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
、
海
警

局
の
船
を
尖
閣
諸
島
の
周
辺
海
域
に
派
遣

し
た
。

習近平副主席(左)と胡錦涛主席(右)



訪
日
客
の
増
加
と
対
日
イ
メ
ー
ジ
の
改
善

〔
解
説
〕

そ
の
後
、
習
近
平
が
党
総
書
記
・
国
家

主
席
・
国
家
中
央
軍
事
委
員
会
主
席
に
選

出
さ
れ
、
党
・
国
家
・
軍
の
三
権
を
掌
握

す
る
と
、
日
中
関
係
は
再
び
改
善
の
方
向

に
向
か
っ
た
。

日
本
政
府
が
中
国
人
の
ビ
ザ
取
得
要
件

を
緩
和
す
る
と
、
訪
日
中
国
人
観
光
客
も

急
増
し
、
中
国
の
人
々
の
対
日
イ
メ
ー
ジ

も
改
善
さ
れ
た
。

習近平国家主席



訪日中国人観光客
の増加開始



日本と中国の相互イメージの推移(2005-2021)
〔出典〕言論NPO「第17回日中共同世論調査」より

訪日中国人観光客
の増加開始



第三節 台湾問題



台
湾
有
事

〔
解
説
〕

二
〇
二
一
年
三
月
、
米
国
イ
ン
ド
太
平

洋
軍
デ
ー
ビ
ッ
ト
ソ
ン
司
令
官
（
当
時
）

が
上
院
軍
事
委
で
「 (

中
国
の
台
湾
に
対

す
る)

脅
威
が
六
年
以
内
に
明
ら
か
に
な

る
」
と
証
言
し
た
。



「米司令官『中国の台湾への脅威が6年以内に明白に』」（ANNニュース 2021年3月10日）



核
共
用

〔
解
説
〕

台
湾
有
事
へ
の
危
機
感
は
、
翌
二
〇
二

二
年
二
月
、
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵

攻
し
た
こ
と
で
現
実
味
を
増
し
た
。

さ
ら
に
核
保
有
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
が
そ

の
使
用
に
も
言
及
し
た
こ
と
で
、
日
本
国

内
で
は
米
国
と
の
「
核
共
有
」
を
唱
え
る

声
も
上
が
っ
た
。



「安倍氏『核共有の議論を』 政府は『非核三原則』堅持」（TBS NEWS 2022年3月3日）



琉球政府(1952-72)

沖
縄
へ
の
核
ミ
サ
イ
ル
配
備

〔
解
説
〕

実
は
、
日
本
へ
の
核
配
備
は
、
米
国
も

か
つ
て
計
画
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

し
か
し
日
本
の
反
核
運
動
の
高
ま
り
に

よ
り
、
日
本
本
土
へ
の
配
備
は
断
念
し
、

沖
縄
に
核
ミ
サ
イ
ル
を
配
備
し
た
。
沖
縄

は
一
九
七
二
年
ま
で
、
米
軍
の
施
政
権
下

に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。



NHKスペシャル「沖縄と核」(2017年9月10日放送)



核
ミ
サ
イ
ル
は
、
操
作
ミ
ス
な
ど
で
誤

発
射
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
？

Q



NHKスペシャル「沖縄と核」(2017年9月10日放送)



核
兵
器
禁
止
条
約

〔
解
説
〕

核
兵
器
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
、

国
連
総
会
で
核
兵
器
禁
止
条
約
が
採
択
さ

れ
、
二
〇
二
一
年
、
発
効
し
た
。
現
在
六

八
ヶ
国
が
批
准
し
て
い
る
。

唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る
日
本
が
、
核
廃

絶
の
流
れ
に
逆
行
し
て
、
核
共
有
を
議
論

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
憂
慮
す
べ

き
こ
と
で
あ
ろ
う
。



日
中
共
同
声
明

〔
解
説
〕

で
は
、
台
湾
有
事
と
い
う
脅
威
に
、
日

本
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
い
い
の
だ

ろ
う
か
。

一
九
七
二
年
の
国
交
正
常
化
の
際
、
日

中
両
国
は
台
湾
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う

な
声
明
を
発
表
し
て
い
る
。

田中角栄首相(左)と周恩来首相(右)



日
中
共
同
声
明

二 
日
本
国
政
府
は
、
中
華
人
民
共
和
国

政
府
が
中
国
の
唯
一
の
合
法
政
府
で

あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。

三 

中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
台
湾
が

中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分

の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
表
明

す
る
。
日
本
国
政
府
は
、
こ
の
中
華

人
民
共
和
国
政
府
の
立
場
を
十
分
理

解
し
、
尊
重
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第

八
項
に
基
づ
く
立
場
を
堅
持
す
る
。

田中角栄首相(左)と周恩来首相(右)



日
中
共
同
声
明

〔
解
説
〕

さ
ら
に
紛
争
が
現
実
と
な
っ
た
と
き
、

日
本
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
日
中
両
国
は
共
同
声

明
の
中
で
次
の
よ
う
に
確
認
し
て
い
る
。

田中角栄首相(左)と周恩来首相(右)



日
中
共
同
声
明

六 
日
本
国
政
府
及
び
中
華
人
民
共
和

国
政
府
は
、
主
権
及
び
領
土
保
全
の
相
互

尊
重
、
相
互
不
可
侵
、
内
政
に
対
す
る
相

互
不
干
渉
、
平
等
及
び
互
恵
並
び
に
平
和

共
存
の
諸
原
則
の
基
礎
の
上
に
両
国
間
の

恒
久
的
な
平
和
友
好
関
係
を
確
立
す
る
こ

と
に
合
意
す
る
。

両
政
府
は
、
右
の
諸
原
則
及
び
国
際
連

合
憲
章
の
原
則
に
基
づ
き
、
日
本
国
及
び

中
国
が
、
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
す
べ

て
の
紛
争
を
平
和
的
手
段
に
よ
り
解
決
し
、

武
力
又
は
武
力
に
よ
る
威
嚇
に
訴
え
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
。



日
中
共
同
声
明

〔
解
説
〕

核
共
有
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
台
湾

有
事
が
現
実
と
な
れ
ば
、
日
本
も
二
〇
一

五
年
に
安
倍
政
権
の
も
と
で
成
立
し
た
安

保
法
制
に
基
づ
き
、
米
国
な
ど
と
集
団
的

自
衛
権
を
行
使
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
も
、

日
中
国
交
正
常
化
時
の
原
点
に
立
ち
戻
り
、

紛
争
回
避
の
外
交
努
力
を
続
け
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

田中角栄首相(左)と周恩来首相(右)



平
和
憲
法
の
力

日
本
に
は
、
戦
後
、
平
和
国
家
へ
と
生

ま
れ
変
わ
っ
た
証
と
な
る
も
の
が
る
。
日

本
国
憲
法
第
九
条
＊
で
あ
る
。

こ
れ
は
紛
争
の
抑
止
力
に
な
り
う
る
の

だ
ろ
う
か
。

＊
日
本
国
憲
法
第
九
条

第
九
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基

調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権

の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は

武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段

と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

②
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍

そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国

の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

Q



周
辺
国
か
ら
見
た
平
和
憲
法

〔
解
説
〕

こ
う
し
た
日
本
の
平
和
憲
法
を
、
周
辺

国
の
人
々
は
ど
う
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
〇
一
三
年
、
北
朝
鮮
か
ら
母
子
で
亡

命
し
た
母
親
が
、
新
聞
の
投
書
欄
に
こ
ん

な
一
文
を
寄
稿
し
て
い
る
。



（
声
）
９
条
改
正
は
外
国
人
に
も
不
安

リ
・
ソ
ラ
（
東
京
都
江
東
区 

四
十
二
）

北
朝
鮮
か
ら
子
ど
も
と
来
て
四
年
が
経

ち
ま
し
た
。
日
本
に
来
る
前
、
保
護
さ
れ

て
中
国
に
一
年
間
い
ま
し
た
。
日
本
行
き

を
知
っ
た
小
学
生
の
子
ど
も
が
「
怖
い
国

に
は
行
か
な
い
」
と
泣
き
な
が
ら
強
く
抵

抗
し
ま
し
た
。
子
ど
も
は
幼
い
頃
か
ら
北

朝
鮮
で
日
本
植
民
地
下
の
残
酷
さ
を
テ
レ

ビ
や
学
校
で
見
聞
き
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

私
も
同
じ
不
安
な
気
持
ち
で
し
た
。

（
声
）
９
条
改
正
は
外
国
人
に
も
不
安

(

朝
日
新
聞
二
〇
一
三
年
五
月
十
八
日
朝
刊)



（
声
）
９
条
改
正
は
外
国
人
に
も
不
安

リ
・
ソ
ラ
（
東
京
都
江
東
区 

四
十
二
）

私
た
ち
は
生
き
延
び
る
た
め
に
日
本
を

選
ん
だ
の
で
す
が
、
着
い
て
か
ら
恐
怖
感

は
さ
ら
に
高
ま
り
ま
し
た
。
日
本
は
高
度

な
経
済
と
技
術
を
持
っ
て
い
ま
す
。
歴
史

的
に
見
て
も
発
展
国
が
非
発
展
国
を
侵
略

し
た
例
が
多
い
か
ら
で
す
。

（
声
）
９
条
改
正
は
外
国
人
に
も
不
安

(

朝
日
新
聞
二
〇
一
三
年
五
月
十
八
日
朝
刊)



（
声
）
９
条
改
正
は
外
国
人
に
も
不
安

リ
・
ソ
ラ
（
東
京
都
江
東
区 

四
十
二
）

不
安
な
日
々
の
中
で
、
大
学
の
通
信
教

育
部
で
法
律
の
勉
強
を
し
ま
し
た
。
去
年
、

憲
法
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
で
初
め
て
日
本
憲

法
九
条
の
授
業
を
受
け
ま
し
た
。
目
を
大

き
く
し
て
耳
を
傾
け
て
聴
き
ま
し
た
。
う

れ
し
か
っ
た
で
す
。
私
が
日
本
に
来
た
答

え
が
確
実
に
見
つ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し

ま
し
た
。（

声
）
９
条
改
正
は
外
国
人
に
も
不
安

(

朝
日
新
聞
二
〇
一
三
年
五
月
十
八
日
朝
刊)



（
声
）
９
条
改
正
は
外
国
人
に
も
不
安

リ
・
ソ
ラ
（
東
京
都
江
東
区 

四
十
二
）

早
速
、
子
ど
も
に
憲
法
九
条
の
話
を
し

ま
し
た
。
「
日
本
人
も
戦
争
で
大
事
な
家

族
を
失
い
、
二
度
と
戦
争
を
し
な
い
こ
と

を
憲
法
で
明
確
に
定
め
て
い
る
。
安
心
し

て
も
い
い
よ
」
。
目
を
見
て
子
ど
も
が
安

心
し
た
の
を
感
じ
ま
し
た
。

日
本
の
憲
法
は
世
界
中
が
手
本
に
す
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
、
九
条
改
正

が
議
論
に
な
り
、
再
び
不
安
に
な
り
そ
う

で
す
。

（
声
）
９
条
改
正
は
外
国
人
に
も
不
安

(

朝
日
新
聞
二
〇
一
三
年
五
月
十
八
日
朝
刊)



こ
の
講
義
で
は
、
二
千
年
に
及
ぶ
ア
ジ

ア
と
の
関
係
を
通
じ
て
、
他
者
の
視
点
か

ら
日
本
の
過
去
の
姿
を
振
り
返
っ
て
み
た
。

ア
ジ
ア
か
ら
見
た
日
本
に
は
、
誇
る
べ

き
歴
史
が
あ
る
一
方
、
目
を
覆
い
た
く
な

る
よ
う
な
加
害
の
歴
史
も
あ
っ
た
。

平
和
国
家
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
日
本
に

生
き
る
私
た
ち
は
、
歴
史
の
教
訓
を
人
類

共
有
の
財
産
に
変
え
、
平
和
主
義
の
理
念

を
世
界
に
広
め
る
こ
と
で
紛
争
を
抑
止
し
、

平
和
で
豊
か
な
世
界
を
実
現
す
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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